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会
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の

内
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（議題） 

１ 前回の審議会での提案を踏まえた基本方針（案）について 

２ 使用料等の試算について 

３ その他 

 

 

 

 



（決定事項など） 

 

１ 前回の審議会での提案を踏まえた基本方針（案）について 

基本方針（案）について、第１回審議会で示した内容から変更した点を事務局

が説明（議事録内○で整理）。委員からの質疑応答形式にて進行、基本方針の記

載事項についての修正点及び次回審議の課題点が次のとおり挙げられた。 

 

１． 策定の趣旨 

○標題を「はじめに」から変更し、策定趣旨の分量を追加。 

 

２． 適正化の対象となる使用料・手数料 

○対象となる使用料の数を追記 

○対象外とするものの例を記載 

【修正点】「③政策的判断により料金を定めているもの」の例示に、新生児から

高齢者まで対象が幅広である“予防接種”を入れるべき。 

 

３． 適正化に向けた基本的な考え方 

○料金設定を３に移動し、構成を整理。 

【課題点】「本市」と「市」の違いについて、「市」は一般的な事項、「本市」は

鴻巣市に限定した表現としている。今後、精査し文言整理する。 

 

４． 使用料の算定 

５． 手数料の算定 

○使用料の算定と手数料の算定を各々まとめ、２本立てに構成変更。 

○受益者負担割合は、0％、50％、100％の他にも75％等含める。 

【課題点】部屋によって稼働率が大きく変わるため、使用料の算定に考慮するべ

き。ただし、稼働率の大小に応じた料金の変動を審議することは、施設自体の統

廃合の問題にもつながるため、本審議会の諮問から逸れる。稼働率反映の是非に

ついては、今後、市として審議が必要なことは明確であるから、ひとつの提案と

して残す。今後、利用価値を高めるためにも、稼働率の文言だけでも懸案事項と

して基本方針には入れるべき。 

【修正点】総面積が指す部分について。算定式に用いる総面積は、使用可能な部

分の面積であり、共用部分を含めていない。この旨を基本方針に明記する。 

【修正点】「４．使用料の算定」の（１）人件費にある※２減価償却費は物件費

の項目に移動。 

 

６． 減額･免除基準の統一化 

○各条例、規則から減免基準、減額基準を抜粋。 

【課題点】（１）使用料の“減免”は、“免除”と同義。書き方は今後整理する。 

【課題点】（１）②「当該施設の管理運営団体が公共目的で使用するとき」につ

いて、具体例を次回提示し、免除対象を明確にする。 

 

７． 激変緩和措置 

【課題点】料金は受益者負担割合により大きく変わるため、上限については慎重

に検討する。 

 



８． 定期的な見直し 

９． その他 

【課題点】割増基準について。立地が良い施設等は価値が高いため、１０割増以

上も検討する。営利目的の定義を明確にする。 

【課題点】市民以外の利用について、「団体の所在地をもって判断」では所在地

によって料金が異なる印象を受けるため、表現を整理する。 

 

２ 使用料等の試算について 

○見直し対象となる具体的な使用料･手数料について、現時点での使用料の算定

式及び手数料の算定式に料金を当てはめ、想定される見直し後の料金を例示。同

様の方法で、庁内各課にて人工の考え方を精査した上で全ての見直し対象につい

て試算を行う予定。試算結果を次回一覧として提示したい。 

なお、今回の算定の基になる数字は、財政課算出の物件費、職員課算出の人件

費、昨年８月に行った庁内調査で得た人工及び処理実績等の数字を更新したもの

を用いる。 

【課題点】人工の考え方については、各課で精度にばらつきがあると思われる。

算出根拠を明確にする。 

【課題点】人件費の妥当性を判断するため、人件費の根拠を提示する。 

【課題点】計算例の高齢者福祉センターと馬室キャンプ体験広場については、稼

働(利用者数)で割っているので使わない時間も原価に反映され、高くなるのは当

然。人数ではなく利用可能時間、利用時間ではどうか。逆にその他の施設は総面

積で割るので使っていない部分は使わなければ徴収できない。他の計算方法がな

いか検討する。 

【課題点】各市の文化センターの稼働率を比較する。 

 

３ その他 

次回審議日程５月２７日（月）１０時～ ４０１会議室 

配
布
資
料 

・次第 

・原価資料 

・使用料積算シート 

・手数料積算シート 

・基本方針（案） 

注 会議の内容の欄は、主な意見や質疑内容を交えて概要を記入し、記入事項が多い

 場合は、別紙に記入するものとする。 


